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老朽原発を動かすことは極めて大きな危険を伴う。運転休止中であっても、

配管やケーブル、ポンプ、弁など原発の各設備・部品が劣化する。 

 

交換できない部品も多くあり、事業者の点検や原子力規制委員会の『老朽

化評価』には限界がある。審査をすれば安全性を担保できるというのはオ

カシイ。 

運転期間を原則 40年とする現行の規定を覆すべきではない。 

 

原子力規制委員会は、運転期間制限は「規制政策ではなく利用政策で決め

られる」とした。これは、安全性（規制）優先ではなく、電力供給（利用）

を優先するということにほかならない。 

利用政策と規制政策の分離という、フクシマの重要な教訓を忘れたのか！ 

よって、老朽原発を動かすことは大反対です。 


